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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿、及び該原稿を読み取る画像読取手段のうちいずれか一方を移動させながら前記原
稿を読み取る際の前記原稿と前記画像読取手段との相対的な移動の不具合を特定する第１
特定手段と、
　前記第１特定手段により移動の不具合が特定された場合、読み取って得られた画像デー
タに基づく画像において前記第１特定手段により特定された移動の不具合が生じた位置を
特定する第２特定手段と、
　画像表示手段に前記画像データに基づく画像を表示させる際に前記第２特定手段により
特定された位置を識別可能に表示させる制御手段と、
を備えることを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の制御装置において、前記制御手段は、前記画像表示手段に、前記画像
読取手段により読み取って得られた画像データに基づく画像に前記第２特定手段により特
定された位置を含む所定の領域を識別するための情報を付加して識別可能に表示させるこ
とを特徴とする制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の制御装置において、前記制御手段は、前記画像表示手段に前記
第２特定手段により特定された位置を拡大表示させることを特徴とする制御装置。
【請求項４】
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　請求項３に記載の制御装置において、前記第２特定手段により特定された位置を含む所
定の領域を拡大表示するか否かを選択させる選択手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記選択手段により拡大表示することが選択された場合、前記第２特
定手段により特定された位置を含む所定の領域を拡大表示させることを特徴とする制御装
置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の制御装置において、前記制御手段は、前記第２特
定手段により前記画像データに基づく画像において複数の移動の不具合が生じた位置が特
定された場合、前記画像表示手段に当該複数の位置を識別可能に表示させることを特徴と
する制御装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の制御装置において、
　前記原稿と前記画像読取手段とが相対的に移動する際の移動速度を取得する取得手段を
さらに備え、
　前記第１特定手段は、前記取得手段により測定される移動速度が規定範囲外となった場
合に移動の不具合として特定することを特徴とする制御装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の制御装置において、前記第１特定手段は、前記原
稿に光を照射する発光部と該原稿からの反射光を受け取る受光部とを備える光学ユニット
が測定する前記原稿の移動量の測定結果に基づいて、前記原稿の搬送不具合を検知するこ
とを特徴とする制御装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の制御装置において、前記第１特定手段は、前記原
稿と前記画像読取手段とが相対的に移動する際に一時停止があった場合に移動の不具合が
あると特定することを特徴とする制御装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の制御装置において、前記画像読取手段をさらに備
えることを特徴とする制御装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の制御装置において、前記画像データに基づく画像
を印刷するプリント手段をさらに備えることを特徴とする制御装置。
【請求項１１】
　原稿、及び該原稿の画像を読み取る画像読取手段のうちいずれか一方を移動させながら
前記原稿の画像を読み取る際の前記原稿と前記画像読取手段との相対的な移動の不具合を
特定し、移動の不具合が特定された場合、読み取って得られた画像データに基づく画像に
おいて移動の不具合が生じた位置を特定し、画像表示手段に前記画像データに基づく画像
を表示させる際に特定された位置を識別可能に表示させることを特徴とする制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の制御方法をコンピュータにより実行することを特徴とするプログラ
ム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読み取った原稿の画像を表示させる画像表示制御装置、画像表示制御方法及
びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル複合機等の原稿の画像読取機能を備える装置により読み取った画像データを、
プレビュー表示する画像表示装置が知られている。そのような画像表示装置では、ユーザ
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ーは、読み込んだ原稿の画像データをプレビュー表示により確認し、適宜拡大表示を行う
ことにより、読み取り不具合が生じているか否かの判断をすることができる。しかしなが
ら、この読取不具合が生じているか否かの確認作業は、画像データ全体を確認する必要が
あり時間がかかる。特に、原稿サイズが大きい原稿の画像データの場合は、不具合の確認
作業に時間がかかる傾向にある。
【０００３】
　ところで、付加情報の付加処理をしたり、記録媒体にパンチやステープルといった後処
理をして出力したりする場合、付加処理や後処理が実施される箇所を拡大してプレビュー
表示を行う画像形成装置が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－３５０１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の画像形成装置においても、読み取りの不具合を確認
したい場合は、画像データ全体を確認する必要があった。
【０００６】
　なお、このような問題は、読み取った画像データを他の表示装置に表示させる場合にお
いても同様に存在する。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑み、原稿の読み取りの不具合の有無を容易に確認すること
を可能とする画像表示制御装置、画像表示制御方法及びそのプログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する本発明の態様は、原稿、及び該原稿を読み取る画像読取手段のうち
いずれか一方を移動させながら前記原稿を読み取る際の前記原稿と前記画像読取手段との
相対的な移動の不具合を特定する第１特定手段と、前記第１特定手段により移動の不具合
が特定された場合、読み取って得られた画像データに基づく画像において前記第１特定手
段により特定された移動の不具合が生じた位置を特定する第２特定手段と、画像表示手段
に前記画像データに基づく画像を表示させる際に前記第２特定手段により特定された位置
を識別可能に表示させる制御手段と、を備えることを特徴とする制御装置にある。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、原稿の搬送速度や画像読取手段の移動速度に不具合が生じた際にこれ
らの不具合を検知し、読み取った画像データにおいてその不具合が検知された位置を特定
することができる。これにより、ユーザーは、原稿の読み取り不具合が発生した可能性の
高い箇所を容易に確認することができ、原稿の読み取り不具合の有無を容易に確認するこ
とが可能になるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態１に係る画像処理システムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態１に係る制御部の構成を示すブロック図である。
【図３】実施形態１に係る画像表示制御のフローチャートである。
【図４】実施形態１に係る原稿全体及び拡大画像のプレビュー表示を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。
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【００１２】
　（実施形態１）
　本実施形態では、図１に示す画像処理システムを例に挙げて説明する。図１は、画像処
理システムの全体構成を示すブロック図である。
【００１３】
　本実施形態の画像処理システムは、リーダ部１００と、制御部１１０と、プリンタ部１
２０と、パネル１３０を備えた複合機と、ホストコンピュータ１４０とを備える。
【００１４】
　リーダ部１００は、画像入力装置であり、原稿を搬送する原稿供給ユニット１０１と、
原稿画像を光学的に読み取るスキャナユニット１０２と、原稿の搬送量を測定する光学ユ
ニット１０３とを備える。
【００１５】
　このリーダ部１００は、原稿供給ユニット１０１により原稿を搬送させ、複数のライン
センサで構成されたスキャナユニット１０２により原稿の読み取りを行う。なお、本実施
形態では、スキャナユニット１０２は、読み取りを高速化するために複数のライセンサを
備えるものとしたが、これに限定されるものではない。
【００１６】
　また、光学ユニット１０３は、原稿の紙繊維パターン等に基づく紙紋を読み取る機能を
備え、この指紋の移動量に基づき単位時間あたりの原稿の搬送量を測定することができる
。この光学ユニット１０３は、例えば、発光部と受光部とを備えており、発光部から原稿
に光を照射し、原稿からの反射光を受光部で受けるようになっている。この光学ユニット
１０３は、特開２００８－４１１１１号公報に開示されるような、公知の光学ポインティ
ングデバイスの技術が用いられる。具体的には、まず、発光部である赤外線発光ダイオー
ドから赤外光を原稿に照射し、その反射光を受光部であるエリアセンサに結像させる。反
射光はエリアセンサの各センサ部において適切な分解能にデジタル化され、原稿の紙紋の
特徴がメモリに記憶される。そして、メモリに記憶されたサンプル間の原稿の紙紋の移動
を比較することで原稿の移動量を測定する。これにより、光学ユニット１０３は、単位時
間あたりの原稿の搬送量から搬送速度を算出することができる。
【００１７】
　プリンタ部１２０は、画像出力装置であり、ロール紙等の印刷媒体を供給する給紙ユニ
ット１２２と、印刷媒体上をシリアル走査しながらインク等の記録剤を付与することによ
り画像データに基づく画像を印刷媒体に記録するヘッドユニット１２１と、印刷された印
刷媒体をプリンタ部１２０外へ出力する排紙ユニット１２３とを有する。
【００１８】
　画像処理システムにおいてコピー機能を作動させる際は、制御部１１０は、リーダ部１
００を制御して原稿の画像データを読み取らせ、プリンタ部１２０を制御して読み取った
画像データに基づく画像を印刷媒体に出力させる。また、スキャナ機能を作動させる際は
、制御部１１０は、リーダ部１００を制御して原稿の画像を読み取らせ、リーダ部１００
から読み取った画像データをコードデータに変換し、ネットワーク等を介してホストコン
ピュータ１４０へ送信する。プリンタ機能を作動させる際は、制御部１１０は、ホストコ
ンピュータ１４０からネットワーク等を介して受信したコードデータを画像データに変換
し、プリンタ部１２０を制御して画像データに基づく画像を印刷媒体に出力させる。
【００１９】
　ここで、図２を用いて、本実施形態の制御部１１０の構成を詳細に説明する。図２は、
制御部１１０の構成を示すブロック図である。
【００２０】
　制御部１１０は、ＣＰＵ（中央演算処理装置）２００と、スキャン画像処理部２０１と
、プリンタ画像処理部２０２とを備えている。また、制御部１１０は、ＲＯＭ（リードオ
ンリーメモリー）２０３と、メモリ２０４と、スキャナインターフェース２０５と、プリ
ンタインターフェース２０６と、パネルインターフェース２０７と、ネットワークコント
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ローラ２０８とを備えている。
【００２１】
　ＲＯＭ２０３には、プログラムが格納されており、このプログラムはメモリ２０４に展
開される。ＣＰＵ２００は、メモリ２０４に展開されたプログラムに基づいて動作し、制
御部１１０全体の動作を制御する。また、ＲＯＭ２０３に格納されているプログラムには
、ホストコンピュータ１４０から受信したＰＤＬ（ページ記述言語）コードデータを解釈
し、ラスターイメージデータに展開する動作も記述されている。ＣＰＵ２００は、このコ
ードデータの解釈及びラスターイメージデータの展開などの処理を実行する。
【００２２】
　スキャナＩ／Ｆ２０５は、リーダ部１００に接続され、リーダ部１００から入力される
画像データを受信し、メモリ２０４やスキャン画像処理部２０１に画像データを転送する
。
【００２３】
　スキャン画像処理部２０１は、スキャナＩ／Ｆ２０５から受け取った画像に対して所定
の画像処理を行う。画像処理としては、複数のラインセンサの位置ずれを補正するライン
間補正、センサの感度ムラを補正するシェーディング補正等が挙げられる。
【００２４】
　プリンタＩ／Ｆ２０６は、プリンタ部１２０に接続されており、プリンタ部１２０のヘ
ッドユニット１２１へ画像データを出力し、給紙ユニット１２２及び排紙ユニット１２３
へ制御データを出力する。
【００２５】
　パネルＩ／Ｆ２０７は、パネル１３０との通信を行う。パネル１３０は、液晶表示部と
複数個のハードキーとを備える。このハードキーは、液晶表示部と重ねて配置されたタッ
チパネルであってもよい。ハードキーにより入力された信号は、前述したパネルＩ／Ｆ２
０７を介してＣＰＵ２００に伝えられる。パネル１３０の液晶表示部は、パネルＩ／Ｆ２
０７から送られてきたデータを表示する。また、パネル１３０の液晶表示部は、複合機の
操作のための情報や後述するプレビュー画像を表示する。
【００２６】
　ネットワークコントローラ２０８は、外部ネットワークを介してホストコンピュータ１
４０と接続され、ホストコンピュータ１４０からのＰＤＬデータ受信、ホストコンピュー
タ１４０へのスキャン画像の送信等に用いられる。
【００２７】
　プリンタ画像処理部２０２は、メモリ２０４からラスターイメージデータを入力し、メ
モリ２０４に画像処理を施したデータを出力する機能を有する。また、プリンタ画像処理
部２０２は、スキャン画像処理部２０１やホストコンピュータ１４０から受け取ったデー
タをＫＣＭＹ２値データに変換し、ヘッドユニット１２１に転送する機能を有する。画像
処理としては復号処理、入力ガンマ、解像度変換、色空間処理、出力ガンマ、誤差拡散、
網点等の処理が挙げられる。
【００２８】
　原稿を搬送して、リーダ部１００によって原稿の画像を読み取る場合には、原稿の搬送
不良が生じることがある。搬送不良が生じると、画像データを読み取るのに必要な原稿搬
送量と実際の原稿搬送量との間に誤差が生じ、画質に影響が生じることがある。
【００２９】
　原稿の搬送不良としては、例えば、原稿供給ユニット１０１により原稿を搬送しながら
スキャナユニット１０２のスキャン動作をしている際の原稿供給ユニット１０１のローラ
部と、原稿との間のスリップが挙げられる。特に、大判複合機では、厚みや材質が多様な
原稿が使用されることがあり、原稿の種類によってはスリップに起因するスキャン画像の
不具合が起き易いものがある。また原稿供給ユニット１０１のローラ部の劣化やローラ部
への付着物によってもスリップが起きる場合がある。
【００３０】
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　また、上記のような原稿のスリップ以外の搬送不良が生じることもある。例えば、スキ
ャン動作中にホストコンピュータ１４０からの印刷ジョブ等が行われるなど、スキャン動
作と他の処理とを並行して行う場合、制御部１１０の処理負荷、インターフェースのデー
タ転送帯域、メモリ容量の不足から原稿搬送が一時停止する場合がある。そして、原稿搬
送の一時停止が起きると、一時停止前後の境界において不連続性に起因したスキャン画像
の不具合が起きる場合がある。
【００３１】
　本実施形態では、後述するように、原稿の搬送不具合を検知し、読み取った画像データ
において搬送不具合の生じた位置を特定し、その位置を確認可能に表示させる。これによ
り、ユーザーは、読み取った画像データにおいて、読み取りが正確にできていない可能性
のある箇所を容易に確認することができる。
【００３２】
　以下、図１、図３及び図４を用いて、本実施形態の画像表示の制御について説明する。
図３は、コピー等の処理に際してリーダ部１００により原稿の画像を読み取らせ、プレビ
ュー表示を行う際の処理の流れを示すフローチャートである。このフローチャートは、Ｒ
ＯＭに格納されているプログラムをメモリ２０４にロードし、ＣＰＵ２００が実行するこ
とにより行われる処理の流れを示す。図４は、パネル１３０のプレビュー表示の説明図で
ある。
【００３３】
　まず、図１に示すリーダ部１００に原稿をセットし、原稿供給ユニット１０１が原稿を
搬送するのと同時にスキャナユニット１０２の原稿のスキャン動作を開始する。このスキ
ャン動作中は、光学ユニット１０３により原稿の単位時間当たりの搬送量、すなわち、搬
送速度が測定され、測定結果はタイムスタンプと共にメモリ２０４に保存される。
【００３４】
　ＣＰＵ２００は、単位時間当たりの搬送量がメモリ２０４に予め記憶しておいた規定値
の範囲であるか否かを判定する。すなわち、光学ユニット１０３により測定された搬送速
度が規定範囲外となった場合、ＣＰＵ２００により搬送不具合として検知される。搬送速
度が規定値外となった場合には、その位置が履歴として管理される。すなわち、読み取っ
た画像データにおいて、搬送速度が規定値外となった位置が特定されて管理される。
【００３５】
　なお、原稿の搬送速度は、スキャン画像の解像度の設定に応じて予め決まっており、解
像度が高いほど原稿搬送速度は遅くなり、解像度が低いほど原稿搬送速度は速くなる。し
かしながら、原稿搬送速度は、スキャン画像の解像度に応じて一意に定まらないこともあ
る。したがって、原稿搬送速度の規定値は、予め決まっている原稿搬送速度に対して所定
範囲を持って設定すればよい。なお、原稿搬送速度が０の場合、すなわち、原稿搬送が一
時的に停止した場合は、原稿搬送速度が規定値外と判定する。
【００３６】
　そして、スキャン終了後は、ユーザーにより画像データ保存又は印刷の前にスキャン画
像の確認が行われる。
【００３７】
　まず、図３に示すステップ４０１において、ＣＰＵ２００が原稿搬送速度の履歴をチェ
ックすることで、原稿搬送速度の規定値外の有無を確認する。
【００３８】
　ステップ４０２では、原稿搬送速度が規定値から外れた履歴がある場合は、規定値外あ
りと判断してステップ４０３に進む。一方、原稿搬送速度がすべて規定値内であれば、ス
テップ４１０においてスキャン画像全体の表示が行なわれ、ステップ４１１へ進む。
【００３９】
　ステップ４０３では、パネル１３０は、原稿搬送速度が規定値外となった位置、すなわ
ち、搬送不具合が生じた位置を特定して、スキャン画像の全体を表示する。スキャン画像
全体（以下、「プレビュー画像５００」ともいう）の表示は、スキャナユニット１０２か
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ら読み取った原稿の画像データがスキャン画像処理部２０１により処理されて、パネル１
３０にデータが送られることで行われる。また、搬送不具合が生じた位置の特定は、原稿
の画像のサイズ（縦と横の長さ）と搬送不具合が生じたタイミングとにより、ＣＰＵ２０
０で行われる。
【００４０】
　プレビュー画像５００の原稿搬送速度が規定値外になった箇所（位置）は、例えば、図
４（ａ）に示すように、太枠５０１で示されることで特定される。さらに、本実施形態で
は、表示領域５０２において、スキャンに不具合の虞があることを使用者に通知する。す
なわち、搬送不具合の生じた位置は、読み取りに不具合が生じている可能性が高いため、
本実施形態では、搬送不具合の生じた位置を「読み取りに不具合の生じている可能性の高
い箇所」として、ユーザーに通知する。具体的には、例えば、図４（ａ）に示すように、
表示領域５０２に「太枠内のスキャン画像に不具合のおそれがあります。読取画像の結果
を拡大して確認を行う場合はＹＥＳを、確認をせずに後処理を開始する場合はＮＯ押して
ください。」と表示を行う。
【００４１】
　スキャン画像全体の表示を行った際のキー入力の有無を確認し、キー入力有の場合は、
ユーザーが拡大画像の確認実施を選択したか否かを判断する（Ｓ４０４，Ｓ４０５）。本
実施形態では、図４（ａ）に示すように、パネル１３０にスキャン画像に不具合の虞のあ
る位置、すなわち、搬送不具合のあった位置を拡大表示するか否かを選択する手段として
ＹＥＳキー５０３及びＮＯキー５０４を設けた。ユーザーは、拡大画像確認を実施する場
合はパネル１３０のＹＥＳキー５０３を選択し、実施しない場合はパネル１３０のＮＯキ
ー５０４を選択する。パネル１３０のＹＥＳキー５０３が押された場合には、拡大画像確
認の実施が選択されたことになり、ステップ４０６へ進む。一方、パネル１３０のＮＯキ
ー５０４が押された場合には拡大画像確認の不実施が選択されたことになり、ステップ４
１１へ進む。
【００４２】
　ステップ４０６では、スキャン画像の拡大画像を表示する。具体的には、図４（ｂ）に
示すように、パネル１３０において、太枠内のスキャン画像を予め定められた拡大率でプ
レビュー表示する。本実施形態では、図４（ｂ）に示すように、矢印キー６００及び６０
１を設けて、左右方向にスクロールして所定の拡大率で拡大したスキャン画像の左右方向
の確認を可能とした。そして、パネル１３０の表示領域６０５に、再スキャン有無の確認
を表示する。例えば、図４（ｂ）に示すように、表示領域６０５に「問題がない場合はＯ
Ｋを押してください。再スキャンを行う場合は再スキャンを押してください。」と表示を
行う。
【００４３】
　スキャン画像の拡大画像の表示を行った際のキー入力の有無を確認し、キー入力有の場
合は、ユーザーが再スキャンを選択したか否かを判断する（Ｓ４０７，Ｓ４０８）。ユー
ザーは、拡大されたプレビュー表示６０４を確認し、問題が無い場合（ここでは、再スキ
ャンを行わない場合）は、ＯＫキー６０２を選択し、再スキャンを行う場合は、再スキャ
ンキー６０３を選択する。パネル１３０の再スキャンキー６０３が押された場合には拡大
画像確認の不実施が選択されたことになり、ステップ４０９へ進む。一方、パネル１３０
のＯＫキー６０２が押された場合には、再スキャンの不実施が選択されたことになり、ス
テップ４１１へ進む。
【００４４】
　ステップ４０９では、原稿供給ユニット１０１において原稿を読み取り開始位置に搬送
し、再度スキャンの実施をする。
【００４５】
　ステップ４１１では、スキャン動作以降の処理を継続する。スキャン機能を動作させた
場合は、読み取ったスキャン画像をユーザーが指定した記憶媒体に保存する。コピー機能
を動作させた場合は、読み取ったスキャン画像をプリンタ部１２０にて印刷を行う。
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【００４６】
　本実施形態では、原稿の搬送速度に不具合が生じた際に搬送速度の不具合を検知し、画
像データにおいてその不具合が検知された位置を特定して記憶し、プレビュー表示の際に
パネル１３０にその位置を確認可能に表示させている。これにより、ユーザーは、搬送速
度の不具合の生じた位置、すなわち、スキャンの不具合の可能性が高い位置を容易に確認
することができる。このように、画像処理システムにおいて、的確なプレビュー表示をす
るように制御することより、ユーザーは短時間でスキャンの不具合の有無を容易に確認す
ることが可能となる。また、印刷結果の不具合を低減できることで、印刷媒体を無駄にせ
ず、コストを削減することができる。
【００４７】
　（他の実施形態）
　以上、実施形態を用いて本発明の説明をしたが、本発明の基本的構成は上述したものに
限定されるものではない。例えば、実施形態１では、原稿の搬送量の測定は、光学ユニッ
ト１０３により行ったが、これに限定されるものではなく、公知の方法により行うことが
できる。例えば、原稿にゴム等の高摩擦材料からなるローラを接触させ、ローラの回転を
エンコーダにより電気信号に変換することにより原稿の搬送量を測定してもよい。
【００４８】
　また、実施形態１では、搬送不具合を原稿の搬送量により判断するようにしたが、勿論
、原稿の搬送量を測定せずに搬送不具合の有無を判定するようにしてもよい。例えば、制
御部１１０により原稿供給ユニットを観察し、原稿の一時停止があった場合に、搬送不具
合ありと判定する構成としてもよい。
【００４９】
　実施形態１では、パネル１３０は、タッチパネル方式の表示装置とし、表示毎に選択キ
ーの表示と機能を変更することができるものとしたが、これに限定されるものではない。
例えば、パネル１３０は選択キーを備えていない構成とし、選択キーはパネル１３０外に
設けるようにしてもよい。
【００５０】
　また、実施形態１では、パネル１３０にスキャン画像の表示を行うようにしたが、スキ
ャン画像を表示する装置はこれに限定されるものではなく、例えば、ホストコンピュータ
１４０の表示部に表示するようにしてもよい。
【００５１】
　実施形態１では、スキャン画像全体の表示を行った後に拡大表示をするようにしたが、
原稿に搬送不具合があった場合は、スキャン画像全体の表示をせずに、原稿の搬送不具合
があった位置を拡大表示するようにしてもよい。
【００５２】
　また、画像処理システムが、確認実施の有無を選択する手段を備えていなくてもよい。
この場合は、搬送不具合を検知した際には、スキャン画像に不具合が生じたおそれがある
ことを通知した後、搬送不具合の発生した位置を自動的に拡大表示するようにすればよい
。この拡大表示は、プレビュー表示前に行ってもよく、プレビュー表示後に行ってもよく
、上記と同様に、スキャン画像全体を表示するプレビュー表示をせずに該当箇所のみを確
認できるようにしてもよい。
【００５３】
　また、実施形態１では、原稿の搬送不具合が生じた場合は、拡大画像の確認実施の有無
を選択できるようにしたが、拡大画像の確認実施をしないように設定してもよい。例えば
、初期設定で拡大画像の確認実施の有無を選択できるようにし、確認実施無を選択したと
きは、拡大表示をスキップさせるようにしてもよい。
【００５４】
　実施形態１では、原稿搬送速度が規定値から外れた箇所が１つの場合について説明した
が、複数ある場合でも同様の方法により、画像表示を制御することができる。例えば、原
稿搬送速度が規定値から外れた箇所、言い換えれば、搬送不具合が検知された箇所が複数



(9) JP 5959891 B2 2016.8.2

10

20

30

40

ある場合は、順に拡大画像を表示するようにすればよい。具体的には、まず、原稿搬送不
具合が検知された場合、スキャン画像全体のプレビュー表示において、１つ目の搬送不具
合の生じた位置を確認できるように表示する。その後、実施形態１と同様の方法により、
１箇所目の拡大画像の確認を行う。そして、１箇所目の拡大画像の確認の終了後に、スキ
ャンされた画像に問題が無ければスキャン画像全体のプレビュー表示を再び行う。このと
き、問題がある場合は、再スキャンを行う。２度目のスキャン画像全体のプレビュー表示
には、搬送不具合のあった２つ目の搬送不具合の生じた位置を太枠にて表示する。その後
は、１箇所目の拡大画像の確認と同様の操作を行うことにより、ユーザーがプレビュー画
像による確認を行えばよい。このように、原稿搬送速度が規定値から外れた箇所毎にＳ４
０３～Ｓ４０８の処理を順に行うことで、複数箇所の対応を行うことができる。また、搬
送不具合が検知された箇所が複数ある場合、そのすべてをＳ４０３のプレビュー表示にて
示し、ユーザーが拡大画像の確認を行う箇所を順に選択する構成としてもよく、エラーを
複数個ずつ表示して確認できる構成としてもよい。
【００５５】
　上述した実施形態では、リーダ部１００の原稿供給ユニット１０１が原稿を搬送し、ス
キャナユニット１０２により読み取りを行うタイプについて説明したが、本発明は、原稿
と画像読取手段が相対移動するものであれば適用することができる。例えば、固定された
原稿に対して、リーダ部１００がスキャナユニット１０２を走査させるタイプにおいても
、同様の効果を得ることができる。このタイプの場合は、原稿の搬送速度の不具合を検知
する代わりに、スキャナユニット１０２の移動速度の不具合を検知するようにすればよい
。
【００５６】
　上述した実施形態では、スキャン終了後に移動の不具合が検知された原稿の位置を拡大
表示するようにしたが、スキャン中にリアルタイムで移動の不具合が検知された原稿の位
置を拡大表示するようにしてもよい。この場合は、移動の不具合が検知されるたびにスキ
ャン結果を表示してスキャンが停止してもよい。なお、すべてのスキャンを終了してから
移動の不具合が検知された原稿の位置を拡大表示するようにした場合は、スキャンスルー
プットを低下させることがなく、１回のスキャンで何度もユーザーに確認してもらうよう
なわずらわしさを与えることもない。
【００５７】
　また、本実施形態は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶
媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（Ｃ
ＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。また、プログラムは、
１つのコンピュータで実行させても、複数のコンピュータを連動させて実行させるように
してもよい。また、上記した処理の全てをソフトウェアで実現する必要はなく、一部また
は全部をハードウェアによって実現するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１００　リーダ部
　１１０　制御部
　１２０　プリンタ部
　１３０　パネル
　１４０　ホストコンピュータ
　５００　プレビュー画像
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